家族会員プログラムについて
２０１０～２０１１年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３５－A地区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会則委員長　田中　充
　
１・家族会員プログラム（家族会員会費制度）
家族を対象とした特別な割引会費の下に家族が招請を受けて入会する機会を提供するものである。自分の家族を所属するクラブに入会させることを望む既存の会員の為に企画された制度である。
２・家族の定義

本プログラムの目的上、「家族員」として認められる有資格者の定義は下記の通り。

家族には、親・子供・配偶者・叔父／叔母・従兄弟・祖父母・婚姻による親戚関係・その他法律上の扶養家族などの一般的な家族関係を含む血族関係・婚姻関係・養子縁組による同一世帯（同居）に住む家族員全員及びその他の法的扶養家族を含まれる。
３・家族会員プログラムの適用
同一クラブに所属し、かつ同一世帯に住む家族全員が対象に新会員として招請を受けクラブ理事会の承認を得て入会する事が出来る。
適用される会員は、正会員のみとなり、１人目が正会員、２人目は賛助会員などの場合は適用されない。家族会員プログラムによる有資格者の家族員は正会員とみなし正会員の権利と特権を持つと同時に、正会員の義務が課せられる。
（２００６年度３３５－Ａ発第１２２号）（２００６年１０月５日国際本部回答）

４・国際会費とその入会金

１人目の家族員（既存の正会員、又は終身会員を指す）は、規定の入会金及び規定の国際会費（並びに該当するクラブ・地区・複合地区の会費）を収めなければならない。２人目以降の家族員は、規定の国際会費の半額を収めなくてはならない。（１人目以降４人まで）２人目以降の国際協会入会金は全額免除される。
５・国際会則により正式に会員になることの出来るのは、成人に達している個人に限る。

従って未成年家族員は資格が無く、招請する事が出来ない。
６・家族員の資格を満たしていることの証明

　　クラブ幹事は、家族会員適用の条件がみたされていることを判断する為に、家族から提出される証拠書類原本（戸籍抄本・住民票等家族関係及び住居住所同居の証明）を検討し、証明する責任を持つ。
　　クラブ幹事は月例会員報告書に新しい家族会員会費制度の会員が加えられた場合、同時に家族証明用書式を提出しなければならない。同時に行はない場合、普通の新会員入会として登録され、国際会費・入会金の請求をは全額クラブに請求されます。
７・地区・複合・国際各大会に代議員数算出する際に賛助会員も個々の会員として計算される。同時に正会員と同じ権利を持っているので、代議員資格もある。

８・家族会員という会員種類は無い。家族会員プログラムが正式名称で、公式には正会員。クラブ内で区別して運営を行いたい場合、正会員（家族員）。
９・正会員、又は終身会員が家族会員プログラムを適用し、その家族員を入会招請した場合、その家族員は正会員として招請し新会員として入会する。
　　（注）終身会員の区別を従来は、活動会員を終身会員Ａ・非活動会員（義務を果していない）終身会員Ｂと称して区分していたが、現在は、正会員と同等な義務と権利を果している終身会員は正会員と同じ扱いをした終身会員、以外の義務を果せない終身会員は終身優待会員か、終身不在会員とする。（国際本部回答）
１０・正会員の奥様を家族会員プログラム適用し入会した場合、奥様も正会員となる。
１１・賛助会員が家族会員プログラムを適用した場合、その賛助会員は正会員となる。

１２・家族会員プログラムを適用し正会員になった会員を、以後賛助会員に変

更する事は出来ない。
１３・家族会員プログラムを適用した新会員を、賛助会員として入会させては

ならない。
以上
　　　　　　　　　　　　　　　　＜追＞
家族会員プログラムを活用した会員は、正会員であり、正会員と同等の権利・義務を要するのでクラブ通常会費も同額、またはそれに見合う金額が望ましい。

家族会員プログラム活用の会員招請・運営規定を設定する事が望ましい。
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